












公益社団法人 日本給食サービス協会 公益通報者保護規程（案） 

 
（目 的)  

第１条 この規程は、公益社団法人日本給食サービス協会(以下「協会」という。)に 

    おける法令等違反による不祥事の防止を目的とする。  

（対象者）  

第２条 この規程は、協会の役員及び職員(通報の日から１年以内に職員であったもの 

を含む。以下｢職員｣という。)に対して適用する。  

（通報等）  

第３条 協会、協会の役員又は職員の法令等違反行為として生じ又は生じるおそれが 

ある場合、職員はこの規程の定めるところにより、通報、申告又は相談(以下 

「通報等」という。)を行うことができる。 

２ 前項の通報等を行った者(以下「通報者」という。)は、この規程による保護の対象 

となる。また、通報者に協力した職員及びその通報等に基づく調査に積極的に 

関与した職員も同様とする。  

３ 法令等違反及び不正行為の定義は、次の事項とする。  

(1) 法令に違反する行為  

(2) 協会の役員、職員、会員、取引先、その他利害関係者の安全、健康に対して 

危険な行為又は危険を及ぼす恐れのある行為  

(3) 就業規則その他の内部規程に違反する行為（ただし、人事上の処遇に関する 

不満及び努力義務に係るものを除く。)  

(4) 上記又はこれらの行為の隠蔽、証拠隠滅、情報漏洩により協会の名誉又は 

社会的信用を侵害する恐れのある行為 

（通報等の方法）  

第４条 通報等の窓口は、専務理事及び外部監事（以下「担当役員」）とする。また、 

この規程に基づいて通報等をする場合、職員は、電話、電子メール、郵送又は 

面談する方法等により通報等をすることができる。 

（通報等の窓口での対応） 

第５条 業務上の法令等違反や社会から非難を受けるおそれのある通報等について 

必要な対応を行うものとする。ただし、個人に関する根拠のない誹謗中傷は受け 

付けないものとする。  

２ 無責任な通報等を避けること及び事実関係の確認と調査を行うため、通報等は 

原則として実名によるものとするが、匿名による通報等も受け付けるものとする。  

（通報等に基づく調査）  

第６条 通報等を受けた担当役員は、連絡先の分からない場合を除いて通報者に対して、 

調査を行う旨の通知又は正当な理由により調査を行わない旨の通知を通報等を 

受けた日から２０日以内に行うものとする。  



 

 

（公正公平な調査）  

第７条 通報等を受けた担当役員は、通報等の対象事案の内容（ただし、通報者の氏名 

を除く。)を会長に報告し、また、その事実の有無及び内容について速やかに調査 

し、その調査結果を会長に報告するものとする。 

２  必要に応じて外部の法律事務所等に調査を行わせることができる。  

３  調査は、公正かつ公平に行うものとする。なお、対象事案に関係する協会の 

役員または職員は、その事案の調査等に関与することはできないものとする。  

４ 前３項の調査において通報者の名前を開示する必要がある場合であっても、通報者 

の同意を得なければ、通報者の氏名を開示することはできないものとする。  

（調査結果の通知等）  

第８条  担当役員は、通報者に対して連絡ができる場合、調査結果を通知する。ただし、 

匿名による通報等の場合はこの限りではない。  

（調査結果に基づく対応） 

第９条 前条の調査結果が重大である場合には、諮問委員会において審議する。  

（情報の記録と管理）  

第 10 条 担当役員は、通報者の氏名（匿名の場合を除く。）、通報等の経緯、内容及び証拠 

等を記録･保管するものとする。また、通報者の同意がない限り、通報者の氏名等の 

情報を開示してはならない。  

（不利益の禁止）  

第 11 条 協会の役員及び職員は、通報者の氏名等を知り得た場合、通報等の行為を理由 

として、通報者に対して不利益になることをしてはならない。  

（その他）  

第 12 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長がこれを定める。 

 

 

附 則  この規程は、令和８年３月１９日から施行する。  



 

   

公益社団法人 日本給食サービス協会 情報公開規程 （案） 

  

（目 的）  

第 １条 この規程は、公益社団法人日本給食サービス協会(以下｢協会｣という。)が、その活動状況及び 

財務状況等を公開するために必要な事項を定めることにより、協会の公正で開かれた活動を推進 

することを目的とする。  

（法人の責務）  

第２条 協会は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨 

を尊重するとともに、個人に関する情報が公開されることのないよう最大限の配慮をしなければ 

ならない。  

（利用者の責務)  

第３条 第６条に規定する情報公開の対象書類を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報を   

    を適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。  

（情報公開の方法）  

第４条 協会は、法令及び情報公開の対象に応じ、インターネットのホームページへの掲載、書類の 

事務所備え置きを行うものとする。  

（書類の事務所備え置き）  

第５条  協会は、書類の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧（謄写）させる 

ものとする。 

２  前項の事務所備え置きの対象とする書類は別紙に掲げるものとし、次条に規定する閲覧場所 

に常時備え置く。  

     ３   備え置き期間を表示しているものについては、当該備え置き期間分の書類を、備え置き期間を 

表示していないものについては当該最新の書類を公開する。  

（閲覧場所及び閲覧日時）  

第６条 協会の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、本部事務所とする。  

２ 閲覧の日は、協会の休日以外の日とし、閲覧時間は、業務時間の午前１０ 時から午後４時まで 

とする。ただし、正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。  

（閲覧等に関する事務）  

第７条 閲覧希望者から別表の書類の閲覧申請があったときは、次により取り扱うものとする。  

（１）様式１に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。 

（２） 閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式２に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧

に供する。  

（３） 閲覧者、謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、実費負担を求め、これに応じる。  

（その他）  

第８条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は会長がこれを定める。  

（管 理）  

第９条 協会の情報公開に関する事務は、事務局が管理する。  

  

附 則  この規程は、令和８年３月１９日より施行する。 

 

 

 

 

  



 

   

   

別紙 

１ 事業計画書 1年間 

２ 収支予算書 1年間 

３ 
当該事業年度開始の日における公益目的事業の種類及び内容、収益事業等の内容 

を記載した書類 
1年間 

４ 財産目録 5年間 

５ 役員名簿 5年間 

６ 役員報酬等の支給基準 5年間 

７ 
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載 

した書類 
5年間 

８ 運営組織に関する重要な事項について記載した書類 5年間 

９ 事業活動に関する重要な事項について記載した書類 5年間 

１０ 定款 常時 

１１ 会員名簿 常時 

１2 貸借対照表（注記を含む）及びその附属明細書 5年間 

１3 損益計算書（注記を含む）及びその附属明細書 5年間 

１4 事業報告及びその附属明細書 5年間 

１5 監査報告 5年間 

１6 総会の議事録 １０年間 

１7 理事会の議事録 １０年間 

１8 総会の決議の省略に関する同意の意思表示に係る書面（決議の省略があった場合） １０年間 

１9 理事会の決議の省略に関する同意の意思表示に係る書面（決議の省略があった場合） １０年間 

２０ 議決権の代理行使の場合の代理権を証明する書面 ３か月間 

２１ 書面による議決権の行使の場合の議決権行使書面 ３か月間 

２２ 電磁的方法による議決権の行使の場合の電磁的記録 ３か月間 

 

 

  



 

   

 

様式1  

閲 覧（謄 写）申 請 書  

  

公益社団法人 日本給食サービス協会 

                                              会長  殿  

申請年月日                    年       月        日 

申請者 

住所 

〒 

 

電話番号   

  

私（申請者）は、下記の閲覧(謄写)目的に従って閲覧対象書類から得た情報を、適正に使用する 

とともに、その情報によって個人に関する権利を侵害することのないよう誓います。  

  

閲覧目的 

 （                                                               ）    

閲覧書類  

 

・別紙の番号 

   （                                                             ） 

 

・その他 

  （                                                             ） 

  

様式２           

  閲 覧 受 付 簿   

受付年月日 申込人の氏名・住所 受付担当者名 
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